
小規模建設工事等契約希望者登録制度※ 

受注可能金額拡大のお知らせ 
※本制度に登録すると、小規模な工事（100 万円以下）について、入札参加資格がな

くても受注が可能となります。 

  令和８年度から市内業者の受注機会拡大のため、 

 本制度の受注可能金額の上限を引き上げます。 

 

◆ この登録申請をした方は、越谷市が発注する小規模な建設工事（100 万円以下）の契

約の際に業者選定の対象となりますが、必ず選定や契約を約束するものではありません。 

＜受注までのフロー＞ 

 

 

 

 

 【制度について】 【お問合せ先】 

 越谷市 契約検査課 

 電話：048-963-9131  

 詳細は越谷市 HPを参照 

 

スマホで完結！ 


